
 

 

個別機能訓練加算Ⅰ 
 運動器機能向上加算 

本格始動!! 
令和 3 年度介護報酬改定により、要介護の

皆さまを対象とする、個別機能訓練は機能訓

練指導員が直接実施することとなりました。

同時に、要支援の皆さまを対象とする運動器

機能向上加算実施についても、当デイサービ

スセンターでは機能訓練指導員が直接行うこ

とといたしました。 

 より専門的な知識・技術をもとに、利用者

の皆様に満足いただける活動メニューを提供

いたします。ぜひ一度お試しください！！ 

〒004-0022 札幌市厚別区厚別南 5 丁目 1-10  

TEL.０１１－３７５－０３７５ 

URL:http://www.eiwakai.or.jp/ 

新メニュー 

 

作業療法士、 

看護師が 

直接 

行います！! 

デイサービスセンター 
あつべつ南 5 丁目 

無料体験 
毎日受付‼ 


